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「１００年安心・安全な河川」を目指した取組を強化します

～斐伊川において地方自治体が管理する施設の補修方針～

斐伊川においては、国の管理区間だけでも、河川から農業用水をとるための樋門等の許
可工作物が２８９施設も存在します。その許可工作物は、昭和４０年代、昭和５０年代に
整備されたものが約４割あり、今後、急速に老朽化していくことが確実です。このため、
これらの補修や更新を行う必要性が急激に高まっていくと見込まれますが、国、地方とも
厳しい財政状況にある中、老朽化した河川管理施設・許可工作物の補修や更新に的確に対
応していくことが、重要な課題となっています。

河川管理施設・許可工作物の維持管理・補修・更新を確実に進めるためには、国の管理
施設はもとより、その大部分を占める地方公共団体の許可工作物も含めてその実態を把握
したうえで、施設の長寿命化も図りつつ計画的な補修・更新を行っていく必要があります。

このような状況の中、平成２５年４月３日には、社会資本整備審議会河川分科会に「安
全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方検討小委員会」が設置され、６回の
審議を経て、「安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方について」提言が
なされました。それには、管理水準の持続的な確保、管理技術を継承する人づくり、仕組
みづくり等が提案され、河道システムにおける施設管理には、許可工作物の確実な維持管
理が提言されています。

前記の「管理水準の持続的な確保」について、河川法の改正により、平成２５年１２月
から河川管理施設等の維持・修繕の技術的基準等を定めることとなり、「河川管理施設等
の一年に１回以上の適切な頻度での点検の実施」が義務づけられました。

出雲河川事務所では、管理区間約１５７㎞内にある治水上影響の大きい許可工作物等に
ついて、従来の出水期前点検に加え、台風期にも合同点検を実施しています。（結果は別
紙のとおりです。）

また、点検を実施した全ての許可工作物管理者に対し、河川法の趣旨を周知した上で、
施設は自らの責において適正に管理しなければならない義務を負っていることから、合同
点検時には必要な施設管理の知識の習得等の指導を行っているところです。

このたび、補修が必要な施設については許可工作物管理者に処理方針を提出していただ
き、適切に対応されるよう指導を行うこととしましたのでお知らせします。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所 TEL：０８５３－２１－１８５０（代表）
副所長 武部 真実 （内線）２０５

た け べ ま さ み

占用調整課長 犬山 典子 （内線）３４１
いぬやま の り こ

管理第一課長 灘脇 篤郎 （内線）３３１
なだわき あつろう

（別紙）

国土を整え、 全力で備える



【点検結果】
出雲河川事務所管内（斐伊川本川、宍道湖、中海、境水道、神戸川、放水路、尾原ダム、

志津見ダム）の許可工作物（全２８９施設）において、出水期前点検を５月から６月、台風
期点検を９月に実施した結果、以下のとおり。

全施設数 緊急的に補修が 重傷化する恐れ 軽微な異常が認
必要な施設 のある施設 められる施設

樋 門 １５１ ０ ０ ６７

排 水 機 場 ６ ０ ０ ６

陸 閘 門 ８ ０ ０ ３

水 門 ２ ０ ０ ０

橋 梁 １１２ ０ ４ ５７

海底横過ﾄﾝﾈﾙ ７ ０ ０ ０

河 川 公 園 等 ３ ０ ０ １

計 ２８９ ０ ４ １３４

緊急に補修の必要な施設はありませんでしたが、重傷化する恐れのある４施設、軽微な異
常が認められる１３４施設の許可工作物管理者には処理方針を提出していただき、適切に対応
されるよう指導を行っていきます。


